様式第２号（第５条関係）
鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援補助事業 共同実施規約

鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援補助事業（以下、「本事業」という。）に係る補助金（以下、「本補助金」という。）の交付を受けるため、甲（登録販売店）及び乙（県内の住居に設置済みの照明器具を別に定める期間内に甲から対象製品を購入し買換えを行う県内在住世帯）は、互いに以下の共同実施規約（以下、「本規約」という。）に同意し、本規約に従い補助事業を共同で事務局に申請します。
甲及び乙は、円滑に本補助金の交付を受けるため、以下の本規約の取決めを確認します。

（要件等の確認）
第１条　甲及び乙は、本補助金の交付要綱やその他の本事業に関する規定等（以下「交付要綱等」という。）を十分に参照し、交付対象の要件に合致することを確認する。甲及び乙は、要件に反する事項があることを知った場合、速やかに相手に通知する義務を負うこと。
２　甲及び乙は、以下の（１）～（８）の全ての事項について、了承すること。
（１）本事業の交付額が予算を超過した場合、予算超過日をもって受付を終了することに伴いが終了した場合、本補助金の交付を受けられないこと。
（２）本補助金の補助対象となる対象製品への買換えに対して、他の補助金（国、鳥取県等）との併用は行わないこと。
（３）鳥取県及び鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援補助事業事務局（以下、「事務局等」という。）が前号に違反する疑いがあると認めた場合、事務局等は、併用が疑われる他の補助事業の所管先に対して、当該買換えについて甲及び乙が提出した本補助金の交付申請（以下、「本交付申請」という。）の情報を提供する場合があること。
（４）交付要綱等に反して、若しくは怠慢、虚偽の申告及びその他不正な手段（以下、「不適切な行為」という。）により、本補助金の交付を受け、又は受けようとしてはならないこと。また、相手が不適切な行為を行っている、又は行おうとしていることを知ったときは、直ちに事務局等に報告しなければならないこと。
（５）事務局等が前号に違反する疑いがあると認めた場合、又は本補助金の適正かつ円滑な運営のために必要と認めた場合、事務局等は、本交付申請において本事務局に提出した書類の発行元や甲及び乙の関係者に対し本交付申請の情報を提供し、調査を行うことがあり、甲及び乙はこれに協力しなければならないこと。
（６）乙は、本事業で買換え設置したＬＥＤ照明器具を善良な管理者の注意をもって管理し、本補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を行わなければならないこと。
（７）事務局等が本事業に関するアンケートや効果検証を行う場合、甲及び乙協力すること。
（８）甲から事務局等に提出した乙の個人情報の利用、保存及び管理には、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び事務局が定めるプライバシーポリシーが適用されること。
（申告）
第２条　甲及び乙は、以下の（１）～（３）に該当しないことを互いに申告する。なお、（３）については、甲の役員等（実質的に経営に関与するものを含む、以下同じ。）が該当しないことを含む。
（１）過去、鳥取県や国の補助金において、不適切な行為により補助金の交付停止や返還等の処分を受け、本事業への参加や補助金の交付に制限を受けている者。
（２）既に納期が到達している国税及び地方税の滞納者。
（３）暴力団若しくは暴力団員である、又は暴力団若しくは暴力団員と不適切な関係にある者。
（交付申請等）
第３条　本補助金における交付申請等の手続きについて、甲は、甲と乙を代表して、本規約締結後遅滞なく本補助金の交付申請等の手続きを行い、乙は甲の行う手続きに協力するものとする。
２　甲は、前項の手続きの受託に伴い乙に手数料を請求してはならない。
（補助金の支払いと還元）
第４条　甲が、本補助金の交付を受ける場合、予定される当該補助金相当額について、乙への対象製品販売時に値引くことで乙に還元する。
２　前項の規定は、本補助金の還元前に乙が死亡した場合、甲に交付された補助金を乙の相続人に還元することを妨げるものではない。
３　本補助金の交付前に甲に破産手続開始決定がなされた場合、事務局等は、乙に対して本補助金を交付することができるものとし、甲はこれに同意する。甲及び乙は、甲の破産手続開始決定前であっても、破産手続き開始の原因となる事実が生じる恐れがあると事務局等が認める場合には、本補助金の支払いを留保する場合があることに同意する。
（免責）
第５条　事務局等は、甲及び乙と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、事務局等の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、一切の責任を負わない。
２　甲及び乙に対する補助金の支払いについて第三者から異議申立てがあった場合は、その真偽性を確認する間、事務局等は、補助金の審査等の手続きを一時停止する場合がある。
３　また、事務局が申請書類を受け取る時点（申請書に記載された送付先に到着し、事務局が実際に引き取りを行った時点をいう。）以前に生じた申請書類の紛失、郵送等の遅延等の事故について、事務局等は、その一切の責任を負わず、そ の事故に起因して生じる甲及び乙の損害等に対していかなる義務も負わない。















甲及び乙は、署名又は記名の上、甲は原本を、乙はその写しを保管する。また、甲は原本の電子データを事務局に提出するものとする。

	交付申請にあたり両者で確認をする事項
【甲】が説明し、【甲】【乙】が同意した内容について【乙】が記入すること。
（各項目においていずれかに☑がない、又は記入がない場合は受理されません。）

	申請内容への確認
	□【甲】は【乙】が県内在住世帯であることを確認した。
　　□運転免許証　□マイナンバーカード　
　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□【乙】は法人や個人事業主ではない。
□【乙】は【甲】から補助金相当額の値引きを受けた。
□【乙】は鳥取県内に所在する自ら居住する住宅の照明器具を買換えて設置する。
□【乙】の購入はキャンペーン期間中１回であることを理解し、同居世帯人による
購入は無く、複数回の購入でもない。
上記に反する事実が判明した場合、甲は値引き相当額の請求をすることがあります。
□【乙】は、他の補助金（国、鳥取県等）を使う予定はない。
□【甲】及び【乙】は内容に誤りや虚偽の記載はありません。



【署名等】
	【乙】は【甲】が両者を代表して補助金交付申請をすることに同意します。

	（甲）
	（乙）

	登録販売店名及び代表者

	氏名

	住所

	住所

	締結日　令和　　年　　月　　日



※１：本規約に署名する甲の代表者は、必ずしも甲の代表取締役である必要はありません。
※２：本規約に署名する乙は、本人が自筆で署名する場合、押印は任意とします。
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